
付議第４号

平成２３年度高知県一般会計補正予算に係る意見聴取に関する議案

平成23年６月高知県議会定例会提出予定の別紙議案に係る地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づく高

知県知事からの意見聴取に対し、適当であると認めることについて、高知県教

育委員会事務委任規則（平成４年高知県教育委員会規則第１号）第２条第５号

の規定により議決を求めます。

鰊

伊

〔 ］
高知県教育委員会事務委任規則

第２条教育委員会は、次に掲Ｉ

（５）教育予算その仙識会の議

教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

教育予算その他識会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。














